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 火薬類の許可等の事務取扱いに関する訓令を次のように定める。 

   火薬類の許可等の事務取扱いに関する訓令 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可等（第２条‐第10条） 

第３章 火薬類運搬届の取扱い（第11条‐第15条） 

第４章 雑則（第16条‐第24条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この訓令は、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下「法」という。）、

火薬類取締法施行令（昭和２５年政令第３２３号）、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、

輸入及び消費に関する内閣府令（昭和４１年総理府令第４６号。以下「猟銃火薬府令」

という。）及び火薬類の運搬に関する内閣府令（昭和３５年総理府令第６５号。以下「運

搬府令」という。）に基づく火薬類の許可等の事務について必要な事項を定めるものと

する。 

第２章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可等 

（譲渡の許可） 

第２条 警察署長（以下「署長」という。）は、猟銃火薬府令第２条に規定にする猟銃用

火薬類等譲渡許可申請書（以下「譲渡申請書」という。）を受理した場合は、必要な調

査を行い、支障がないと認めたときは、猟銃火薬府令第５条第１項に規定する猟銃用火

薬類等譲渡許可証（以下「譲渡許可証」という。）を交付するものとする。 

２ 署長は、前項の規定により譲渡許可証を交付したときは、譲渡申請書に譲渡許可証の

写しを添付し、これを猟銃火薬府令第１４条に規定する台帳として暦年で１年間保存す

るものとする。 

（譲受けの許可） 

第３条 署長は、猟銃火薬府令第３条第１項に規定する猟銃用火薬類等譲受許可申請書（以

下「譲受申請書」という。）を受理した場合は、必要な調査を行い、支障がないと認め

たときは、猟銃火薬府令第５条第１項に規定する猟銃用火薬類等譲受許可証（以下「譲

受許可証」という。）を交付するものとする。ただし、古式銃砲に使用することを目的

とする申請については、譲受申請書の写し及び調査の結果を記載した書類の写しを生活

安全企画課長（以下「主管課長」という。）に送付するものとする。 

２ 主管課長は、前項により送付された申請について支障がないと認めた場合は、署長を



通じて譲受許可証を交付するものとする。 

３ 署長は、第１項及び第２項の規定により譲受許可証を交付したときは、譲受申請書に

譲受許可証の写しを添付して保管するとともに、銃砲刀剣類管理システム（以下「シス

テム」という。）に許可の内容を登録して猟銃用火薬類譲受許可簿を作成し、これを猟

銃火薬府令第１４条に規定する台帳として整理及び保管するものとする。 

（譲渡許可証等の書換え又は再交付等） 

第４条 署長は、猟銃火薬府令第６条に規定する猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証書換申

請書を受理した場合は、記載事項を確認し、相違がないと認めたときは、当該許可証の

該当箇所を書き換えて交付するものとする。 

２ 署長は、猟銃火薬府令第７条に規定する猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証再交付申請

書を受理した場合は、記載内容を確かめ、当該許可証を再交付するものとする。 

３ 第２項の規定により譲渡許可証等を再交付する際は、当該許可証の欄外に再交付と朱

書きするとともに、実包の帳簿、領収書等により実包の譲渡又は譲受の状況を確認し、

譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に許可数量の残量を記載する

ものとする。 

４ 署長は、譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなっ

たとの届出を受けた場合は、当該許可証に継続する当該記載欄を追加するものとする。 

（返納された許可証の処理） 

第５条 署長は、譲渡許可証の返納を受けたときは、これを受領し、当該許可に係る台帳

に添付して保管するものとする。 

２ 署長は、譲受許可証の返納を受けた場合は、これを受領し、当該許可に係る譲受申請

書に添付して保管するとともに、システムにその状況を登録するものとする。ただし、

猟銃・空気銃所持許可証（銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和３３年総理府令第１

６号）別記様式第２９号）に編てつされた譲受許可証にあっては、返納に代えて、許可

事項を抹消するものとする。 

（輸入の許可） 

第６条 署長は、猟銃火薬府令第９条第１項に規定する猟銃用火薬類等輸入許可申請書

（以下「輸入許可申請書」という。）を受理した場合は、必要な調査を行い、輸入許可

申請書の写し及び調査の結果を記載した書類の写しを主管課長に送付するものとする。 

２ 主管課長は、前項の規定により送付された輸入許可申請書の写し等の内容を確かめ、

許可しても支障がないと認めた場合は、署長を通じて当該輸入許可申請書のうち１通の

欄外余白に必要事項を記載し、これを輸入許可書として交付するものとする。 

３ 署長は、第１項の規定により受理した輸入許可申請書のうち１通を猟銃火薬府令第１

４条に規定する台帳として整理及び保管するものとする。 

４ 署長は、猟銃火薬府令第９条第４項に規定する猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変

更届を受理した場合は、記載事項を確かめ、当該輸入許可書の該当箇所を書き換えて交

付するものとする。 

５ 署長は、猟銃火薬府令第１０条に規定する猟銃用火薬類等輸入届を受理した場合は、

第２項の規定により保管する台帳と相違がないかを確認するものとする。 

（消費の許可） 



第７条 署長は、猟銃火薬府令第１１条第１項に規定する猟銃用火薬類等消費許可申請書

（以下「消費許可申請書」という。）を受理した場合は、必要な調査を行い、支障がな

いと認めたときは、当該消費許可申請書のうち１通の欄外余白に必要事項を記載し、こ

れを消費許可書として交付するものとする。ただし、古式銃砲に係る申請については、

消費許可申請書の写し及び調査の結果を記載した書類の写しを主管課長に送付するもの

とする。 

２ 主管課長は、前項の規定により送付された申請書の写し等を確認し、許可しても支障

がないと認めた場合は、当該消費許可申請書のうち１通の欄外余白に必要事項を記載し、

これを消費許可書として署長を通じて交付するものとする。 

３ 署長は、前項の許可に係る消費地が管轄区域の外に及ぶときは、当該区域を管轄する

署長に許可の内容を通知するものとする。 

４ 署長は、前項の規定により受理した消費許可申請書のうち１通を猟銃等火薬府令第１

４条に規定する台帳として整理及び保管するものとする。 

５ 署長は、猟銃火薬府令第１１条第２項に規定する猟銃用火薬類等消費許可書記載事項

変更届を受理した場合は、記載事項に誤りのないことを確認し、当該消費許可書の該当

箇所を書き換えて交付するものとする。 

（条件の付与） 

第８条 主管課長及び署長は、第２条、第３条、第６条及び前条の規定による猟銃用火薬

類等の譲渡等の許可をする場合において、災害の防止又は公共の安全の維持を図るため

必要があると認めるときは、法第４８条第１項及び第２項の規定に基づき、条件を付す

ものとし、その内容を当該許可証又は許可書の欄外余白に記載するものとする。 

（不許可処分） 

第９条 署長は、第２条、第３条、第６条及び第７条の規定により受理した猟銃用火薬類

等の譲渡等の申請について、許可することが公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあ

ると認めるときは、猟銃用火薬類不許可上申書（別記様式第１号）に関係書類を添付し、

主管課長に送付するものとする。 

２ 主管課長は、前項の規定により送付された猟銃用火薬類不許可上申書の内容又は第３

条、第６条及び第７条の規定による審査の結果、当該申請が法に定める不許可の事由に

該当すると認められるときは、申請の不許可を公安委員会に上申し、許可等の取消の決

定がなされた場合は、猟銃用火薬類不許可処分決定書（別記様式第２号）を署長に送付

するものとする。 

３ 署長は、火薬類の不許可処分決定書の送付を受けたときは、速やかに被処分者に交付

するとともに受領書を徴するものとする。 

（取消処分） 

第 10 条 署長は、法第１７条第３項及び法第２５条第３項の規定に基づき、当該許可が

公共の安全維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、猟銃用火薬類許可取消

処分上申書（別記様式第３号）に関係書類を添付し、生活安全部長（以下「部長」とい

う。）に送付するものとする。 

２ 部長は、前項により送付された上申書等の内容を確認し、法に定める取消事由に該当

すると認めるときは、許可の取消しを公安委員会に上申し、許可の取消の決定がなされ



た場合は、猟銃用火薬類許可取消処分決定書（別記様式第４号）を署長に送付するもの

とする。 

３ 署長は、猟銃用火薬類許可取消処分決定書の送付を受けたときは、速やかに被処分者

に交付するとともに受領書を徴し、かつ、許可取消しに係る許可証の返納を求め、又は

許可事項を抹消するものとする。 

第３章 火薬類運搬届の取扱い 

（運搬届の受理及び運搬証明書の交付） 

第 11 条 署長は、運搬府令第２条第１項に規定する火薬類運搬届（以下「運搬届」とい

う。）及び運搬計画表を受理した場合は、内容を審査し、受理するものとする。 

２ 署長は、運搬届を受理した場合は、運搬府令第３条に規定する火薬類運搬証明書（以

下「運搬証明書」という。）を作成し、届出者に交付するものとする。 

（運搬の通知） 

第 12 条 署長は、前条の届出を受理した場合は、主管課長に運搬届の写しにより通知す

るものとする。また、運搬の経路が他の警察署が管轄する区域に及ぶ場合であって、運

搬に係る火薬類の数量が１トン以上の場合又は特に必要があると認める場合は、経路と

なる区域を管轄する署長及び高速道路交通警察隊長（以下「経路署長等」という。）に

運搬届の写しにより通知するものとする。ただし、福井県以外の区域を管轄する公安委

員会（以下「他県公安委員会」という。）への通知は、主管課長が行うものとする。 

２ 主管課長は、他県公安委員会から火薬類の運搬について通知を受けた場合は、経路署

長等に通知するものとする。 

３ 経路署長等は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該運搬が終了するま

での間、運搬経路に係る交通規制、災害の発生、交通の状況等から届出者に運搬の日時、

経路等について指示を行う必要を認めるときは、速やかにその状況を運搬の通報を受け

た署長又は主管課長に通報するものとする。 

４ 主管課長は、前項の通報を受けた場合は、当該運搬に係る届出を受理した公安委員会

にその内容を通報するものとする。 

 （指示） 

第 13 条 署長は、届出書の内容並びに経路署長等の意見を総合的に判断して、災害の防

止又は公共の安全の維持を図るため必要があると認めたときは、法第１９条第２項の規

定に基づき必要な指示をするものとし、その内容を運搬証明書に記載するものとする。

ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭により指示するものとする。 

（運搬証明書の書換え及び再交付） 

第 14 条 署長は、運搬府令第４条に規定する火薬類運搬証明書記載事項変更届を受理し

たときは、内容を審査し、運搬証明書の書換えを行うものとする。ただし、緊急かつや

むを得ない書換えについては、火薬類運搬証明書記載事項変更届受理証明書（別記様式

第５号）の交付をもってこれに代えるものとする。 

２ 第１２条第１項の規定は、火薬類運搬証明書記載事項変更届について準用する。 

３ 署長は、運搬府令第５条に規定する火薬類運搬証明書再交付申請書を受理した場合

は、記載事項に誤りのないことを確認し、相違がないと認めたときは、再交付の表示

をした運搬証明書を交付するものとする。 



（返納された運搬証明書の処理） 

第 15 条 署長は、運搬証明書の返納を受けた場合は、当該運搬証明書に係る運搬届に添

付して、保存するものとする。ただし、他の署長が交付したものについては、当該署長

に送付するものとする。 

第４章 雑則 

（立入検査） 

第 16 条 主管課長及び署長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があ

ると認める場合は、法第４３条第２項に規定に基づく立入検査等を行うものとする。 

２ 前項の立入検査等の要領については、別に定める。 

（緊急措置等） 

第 17 条 署長は、自動車等による火薬類の運搬又は猟銃用火薬類等の消費に関し、災害

の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、法第４５

条に規定に基づき、火薬類を取り扱う者に対し、火薬類の運搬若しくは消費を一時禁止

し、又は制限するものとする。 

２ 署長は、前項の措置を行った場合は、その状況を主管課長を経由して部長に報告する

ものとする。 

（緊急措置の要請） 

第 18 条 署長は、火薬類の取扱い（前条第１項に掲げるものを除く。）に関し、災害の

発生の防止又は公共の安全の維持のため必要と認めるときは、主管課長を経由して、知

事又は知事の委任を受けた者（以下「知事等」という。）に対し、法５２条第４項に基

づく要請を行うものとする。 

２ 主管課長は、前項の要請を行った場合は、警察本部長に報告するものとする。 

（意見聴取の取扱い） 

第 19 条 主管課長は、知事等から法第５２条第１項に基づく意見の聴取があった場合は、

必要な調査を行い、意見を回答するものとする。 

（通報に対する措置） 

第 20 条 主管課長は、知事等から法第５２条に基づく火薬庫の設置許可及び火薬類の譲

受け並びに消費許可に係る通報書（以下「通報書」という。）の送付を受けた場合は、

これを整理及び保管するとともに、その写しを設置場所又は消費場所の区域を管轄する

署長に送付するものとする。 

２ 署長は、知事等から通報書の送付を受けた場合は、主管課長に送付するとともに、写

しを作成するものとする。 

３ 署長は、第１項に基づき送付され、又は前項に基づき作成した通報書の写しを整理及

び保管するものとする。 

（事故届出に対する措置） 

第 21 条 主管課長及び署長は、届出人からの通報等により火薬類による災害の発生及び

危険な状態並びに火薬類の盗難及び紛失を認知した場合は、直ちに交通規制、避難誘導、

盗難手配、関係機関への連絡等、危害防止のために必要な措置を執るとともに警察本部

長に即報しなければならない。 

２ 主管課長は、前項に掲げる災害等を認知した場合は、法５２条第５項に基づき知事に



通報するものとする。 

附 則 

この訓令は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２２日福井県警察本部訓令第１７号） 

この訓令は、令和３年３月２２日から施行する。 

 

別記様式省略 


